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要　旨

　小・中・高等学校を対象として，インフルエンザ発生時の臨時休業をどのような基準で実施しているの

か，また臨時休業に対しどのような意識を持っているのかについて調査検討した。その結果，小学校では5校，

中学校では11校が，臨時休業の措置の基準を事前に決めていた。小学校における学校閉鎖の基準は平均欠席

率が40.0％，平均罹患率が50.0％であった。また，中学校における学校閉鎖の基準は平均欠席率が32.7％，平

均罹患率が39.8％であった。しかし，多くの学校で基準は決められておらず，その理由は，「そのときの状況

に応じて対応したいから」や「措置を執ることを考えていないから」等であった。
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はじめに　

　学校では，集団かぜ（インフルエンザ様疾患）

の発生状況を把握し，状況に応じて予防の指導や

休校などの措置を適切に行う必要がある１）。

　集団かぜ発生時の臨時休業の措置について，文

部科学省通達２）により「欠席率が平素の欠席率

より急速に高くなったとき，または，被患者が

急激に多くなったときにはただちに学校の設置

者（教育委員会等）に報告すること」としている。

また，「学校の設置者（教育委員会等）は，その

状況を考慮し，その地域におけるインフルエンザ

の流行状況を参酌の上，時期を失うことなく学級

または学校を単位として，臨時に休業を行うこと

（学校の設置者が臨時休業を行うことを校長に委

任している場合には，校長が行う）」としている。

そのため，適切な時期および期間の休業をしなけ

れば，効果を挙げることができないだろうと考え

られる。

　田中ら３）によると，千葉県では集団疾病の発

生の場合「臨時に学校の休業を行うとするときは，

欠席者が学級在籍者の20％に達する恐れがあると

き，または達したとき」，校長は学校医・その他

の関係機関と十分に連絡を取り臨時休校を行うも

のとするという目安を提示している。しかし，こ

のような目安を通知していない自治体もある。そ

のような場合，各学校では状況を把握し，関係機

関と相談し，校長の判断で措置を実施することに

なる。そのため，臨時休業の措置に踏み切る時期
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や措置の内容などに相違が見られると考えられる

が，これまで，そのようなことについてはほとん

ど研究されていない。

　そこで，本研究では，臨時休業の目安が提示さ

れていないＩ県の学校では，どのような基準で，

臨時休業の措置を実施しているのか，また，臨時

休業に対し，どのような意識を持っているのかに

ついて明らかにすることを目的とした。

方　法

１．調査対象及び調査期間

　対象はＩ県内の小・中・高等学校であった。

小・中学校は各150校，高等学校は75校を対象と

した。回収数はそれぞれ113校，113校，52校（回

収率：75.3％，75.3％，69.3％）であった。

　調査期間は，平成18年10月20日から平成18年11

月17日であった。

２．調査方法

　調査方法は，選択肢式と自由記述式質問紙を用

いた郵送配布法で行った。

３．調査内容

　調査内容は，①基準を決めているかについて　

②小・中学校における具体的な基準の概要　③基

準を決めていない理由　④集団かぜ発生時，臨時

休業の措置を執ることへの考え　⑤臨時休業の措

置を執らない理由　⑥実際に執った措置について

　⑦臨時休業に対する意識について　⑧措置を執

ることを迷う時はあるかについて　等であった。

４．統計処理

　得られたデータに対して，度数分布，クロス集

計，平均値の算出等を行った。また，χ2検定を

行い，小・中・高等学校の比較をした。これらの

統計処理には SPSS for Windows を用いた。有意

水準は，５％未満とした。

　なお，質問によっては回答が得られなかったも

のもあるため，ｎが変動する場合もある。

結果と考察

１．臨時休業の措置の基準を事前に決めているか

　図１は，臨時休業の措置の基準を事前に決めて

いるかを学校種別に示したものである。

　 小 学 校 で は ５ 校（4.4 ％）， 中 学 校 で は11校

（9.7％）が決めていると回答した。高等学校では

１校も決めていなかった。χ2検定の結果，５％水

準で有意な差が見られた。

２．小学校における具体的な基準の概要

　表１は，基準を決めていた小学校５校の具体的

な基準を示したものである。罹患率または欠席率

と罹患率の割合をもとにして，臨時休業の措置

を執ることにしている。学校閉鎖の基準は平均欠

席率が40.0％，平均罹患率が50.0％，学年閉鎖の

基準は平均欠席率が40.0％，平均罹患率が41.5％，

学級閉鎖の基準は平均欠席率が40.0％，平均罹患

率が44.3％であった。基準を決めている措置で最

も多かったものは学級閉鎖で５校全部が決めてい

た。

３．中学校における具体的な基準の概要

　表２は，基準を決めていた中学校11校の具体的

な基準を示したものである。なお，基準を決めて

いる学校には在籍者数が１人の学校もあったが，

その学校のデータは平均には含まれていない。

　Ｄ校以外の学校では欠席率，罹患率または欠席
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率と罹患率の割合をもとにして，臨時休業の措置

を執ることにしている。学校閉鎖の基準は平均欠

席率が32.7％，平均罹患率が39.8％，学年閉鎖の

基準は平均欠席率が35.2％，平均罹患率が49.8％，

学級閉鎖に対する基準は平均欠席率が26.6％，平

均罹患率が34.8％であった。基準を決めている措

置で最も多かったのは学級閉鎖で11校中10校で

あった。

４．基準を決めていない理由　

　図２は，基準を決めていない理由を学校種別に

示したものである。

　「そのときの状況に応じて対応したいから」が，

小学校で102校（94.4％），中学校で94校（93.1％），

高等学校で43校（89.5％）であった。「措置を

執ることを考えていないから」が小学校で３校

（2.8％），中学校で１校（1.0％），高等学校で２

校（4.2％）であった。「その他」が小学校で３校

（2.8％），中学校で６校（5.9％），高等学校で３校

（6.3％）であった。

　どの校種もそのときの状況に応じて対応したい

からが９割を占めた。校種別での違いは見られな

かった。また，効果的である措置の実施日数等は

実際に執ることは難しいことが多く，更に措置の

基準を決める際の参考資料等が不足しているため

基準を決めずに状況に応じて対応していると考え

られる。また，文部科学省通達４）では「流行状

況を参酌の上時期を失うことなく行うのがよい」

と記されているために，このような結果になった

と考えられる。

５．集団かぜ発生時，臨時休業の措置を執ること

への考え

　図３は，集団かぜ発生時，臨時休業の措置を執

ることを考えているかを学校種別に示したもの

である。小学校で103校（95.4％），中学校で86校

（95.6％），高等学校で42校（89.4％）が考えてい

ると回答した。校種別では違いは見られなかった。

６．臨時休業の措置を執らない理由

　図４は，臨時休業の措置を執らない理由を学校

種別に示したものである。「措置を執らないこと

になっているから」が小学校の１校（14.3％）の

みであった。「措置を執ることによって学習に支

障がでるから」が高等学校の１校（20.0％）のみ

であった。「臨時休業による効果が見られないと

思うから」が小学校の５校（71.4％），中学校の
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１校（33.3％）であった。「学校医，関係機関と

の相談により必要がないと判断されたから」が，

小学校の１校（14.3％），高等学校の２校（40.0％）

であった。また，「その他」が，中学校で２校

（66.7％），高等学校で２校（40.0％）であった。

「その他」について，中学校では，「予防への指

導・管理を徹底していれば，措置の必要性はない

と思うから」，「在籍者数が少数のため」，高等学

校では，「臨時休業の措置を執るほど欠席するこ

とが少ない」，「感染した生徒を出席停止にするか

ら」が挙げられた。

７．実際に執った措置について

①集団かぜが発生したとき，臨時休業の措置を

執ったか

　図５は，2005年４月～2006年７月までの間に，

集団かぜが発生したとき，臨時休業の措置を執っ

たかについて学校種別に示したものである。

　この時期に集団かぜが発生した校数は，小学校

で44校，中学校で56校，高等学校で23校であった。

そのうち，小学校で15校（34.1％），中学校で27

校（48.2％），高等学校で３校（13.0％）の学校が

措置を執ったと回答した。χ2検定の結果，５％

水準で有意な差が見られた。

　中学校が最も多く措置を執っていた理由として，

基準をあらかじめ決めている学校が小・中・高等

学校のうちで最も多かったことが考えられる。そ

の他，小学校の場合は児童の居場所や保護者の都

合，高等学校の場合は授業時間数との兼ね合いな

ど措置を執る際に考慮しなければならないことが

多いと考えられる。子ども達の立場は校種の違い

によって様々に変化するため，それらを考慮しつ

つ集団かぜ発生時の措置の実施を決定した場合，

学校種別で差が見られたのではないかと考えられ

る。

　図３と図５を比較すると，集団かぜ発生時に臨

時休業の措置を執ることを考えている学校がどの

校種も９割を占めているにもかかわらず，実際に

措置を執った学校は少ない。よって，臨時休業を

執ることは考えているが，学校では実際に臨時休

業の措置を執ることが難しい状況があるのではな

いかと考えられる。

②実際に執った措置

（1）小学校

　表３は，2005年４月～2006年７月の間に小学校

で集団かぜが発生したとき，臨時休業の措置を

執った内容と，そのときの罹患率，欠席率，日数

の平均を表したものである。

　「学年閉鎖」を実施したのは３校，「学級閉鎖」

を実施したのは９校，「授業打ち切り」を実施し

たのは７校であった。

　平均罹患率は高い順から「学級閉鎖」37.3％，

「授業打ち切り」32.4％，「学年閉鎖」14.6％で

あった。平均欠席率は高い順から「学級閉鎖」

50.0％，「授業打ち切り」46.5％，「学年閉鎖」

38.5％であった。平均日数は，期間が長い順に

「学年閉鎖」2.3日間，「学級閉鎖」2.1日間，「授業

打ち切り」1.2日間であった。

（2）中学校

　表４は，2005年４月～2006年７月の間に中学校

で集団かぜが発生したとき，臨時休業の措置を

執った内容と，そのときの罹患率，欠席率，日数

の平均を表したものである。なお，措置を執った

学校の中には在籍者数１人の学校もあったが，そ

の学校のデータは表４に含まれていない。
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「学校閉鎖」を実施したのは７校，「学年閉鎖」を

実施したのは12校，「学級閉鎖」を実施したのは

４校，「登校繰り下げ」を実施したのは１校，「授

業打ち切り」を実施したのは５校，「短縮授業」

を実施したのは４校，「その他」の措置を実施し

たのは２校であった。「その他」の措置として，

「下校のためスクールバスを早めた」，「部活なし」

があった。

　平均罹患率は高い順から「学級閉鎖」52.9％，

「授業打ち切り」48.9％，「学年閉鎖」42.8％で

あった。平均欠席率は高い順から「学級閉鎖」

26.7％，「学年閉鎖」22.9％，「授業打ち切り」

19.0％であった。平均日数は「その他」を除き，

期間が長い順に「短縮授業」4.8日間，「学級閉鎖」

3.3日間，「登校繰り下げ」3.0日間であった。

（3）高等学校

　表５は，2005年４月～2006年７月の間に高等学

校で集団かぜが発生したとき，臨時休業の措置を

執った内容と，そのときの罹患率，欠席率，日数

の平均を表したものである。

　「学校閉鎖」を実施したのは１校，「学年閉鎖」

を実施したのは２校，「学級閉鎖」を実施したの

は１校，「授業打ち切り」を実施したのは３校で

あった。

　平均罹患率は高い順から「授業打ち切り」

45.7％，「学年閉鎖」34.8％，「学級閉鎖」32.0％，

「学校閉鎖」27.7％であった。平均欠席率は高い

順から「学級閉鎖」32.0％，「学年閉鎖」24.3％，

「授業打ち切り」13.9％，「学校閉鎖」6.4％であっ

た。平均日数は，期間が長い順に「学級閉鎖」4.0

日間，「学校閉鎖」3.0日間，「学年閉鎖」1.5日間，

「授業打ち切り」0.5日間であった。

　小・中・高等学校で執った措置で多かったもの

は「学級閉鎖」，「学年閉鎖」，「授業打ち切り」で

あった。学校全体に拡大することを防止するため

に，このような措置を多く執った結果になったと

考えられる。

（4）臨時休業の措置の平均

　表３，４，５の結果より，小・中・高等学校で

執った措置の平均罹患率・平均欠席率・平均日数

は以下の通りになった。学校閉鎖の措置の平均

罹患率は31.2％，平均欠席率は11.9％，平均日数

は2.7日であった。学年閉鎖の措置の平均罹患率

は30.7％，平均欠席率は28.6％，平均日数は3.5日

であった。学級閉鎖の措置の平均罹患率は40.7%，

平均欠席率は36.2％，平均日数は3.1日であった。

授業打ち切りの平均罹患率は42.3％，平均欠席率

は26.5％，平均日数は1.1日であった。

　文部科学省通達５）には，「インフルエンザの場

合の臨時休業の期間は潜伏期およびビールズの排

泄期間などの疫学的見地から最短４日間とするこ

とが望ましい」と記されている。しかし，臨時休

業の措置ごとに平均日数を比較すると，学年閉鎖

の日数が3.5日で最も多かったことから，実際に

は４日間という日数を執ることが難しいと考えら

れる。

　学級閉鎖の措置は平均欠席率が36.2％で執られ

ている。しかし，田中ら６）によると，学級閉鎖

の場合，「インフルエンザの流行当初ならば欠席

率15～20％で閉鎖すると効果的である。回復期に

は欠席率30％でも良い。」と記されている。今回

の調査結果の平均欠席率は流行初期のものなのか

回復期のものなのか明らかにすることができな

かった。従って，効果的な措置を執ることができ

る平均欠席率の値は分からなかった。

８．臨時休業に対する意識について

①臨時休業の措置に効果はあると思うか

　図６は，臨時休業の措置に効果はあると思うか

について学校種別に示したものである。
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　小学校で84校（75.7％），中学校で74校（70.5％），

高等学校で41校（83.7％）の学校が臨時休業の措

置は効果があると回答した。

②臨時休業の措置は必要だと思うか

　図７は，臨時休業の措置は必要だと思うかにつ

いて学校種別に示したものである。

　小学校で95校（84.8％），中学校で88校（81.5％），

高等学校で40校（81.6％）の学校が措置は必要だ

と思うと回答した。

　図６，７より，全ての校種で措置の効果がある

と思う，必要だと思うが高い割合を示し，校種

によって意識に違いはないと考えられる。そして，

臨時休業の措置に効果があると感じている学校は，

措置が必要だと考えていると推測される。しかし，

実際に臨時休業の措置を執る学校は少ない。

③基準を統一してほしいか，または各学校に任せ

てほしいか

　図８は，基準を統一してほしいか，または各学

校に任せてほしいかについて学校種別に示したも

のである。

　小学校で36校（33.0％），中学校で37校（35.2％），

高等学校で21校（43.8％）の学校が基準を統一し

てほしいと回答し，小学校で73校（67.0％），中

学校で68校（64.8％），高等学校で27校（56.2％）

の学校が各学校に任せてほしいと回答した。

　図８より，措置の基準に関しては，どの校種も

各学校に任せてほしいという意見が多かった。し

かし，目安になる基準は統一してほしいという学

校があった。「守らなければならない数値の基準」

を統一するのではなく，「欠席率がどのくらい増

加したら，臨時休業の措置に踏み切ることが望ま

しい」という数値の目安を統一し，判断資料とす

ることが良いと考えられる。その資料をもとに，

各学校が学校の状況，地域の流行規模，保健室の

利用状況など考慮して総合的に考えることが必要

だと考えられる。

９．臨時休業の措置を執ることを迷うかについて

①措置を執ることを迷うときはあるか

　図９は，措置を執るかどうか迷うときはあるか

について学校種別に示したものである。

小学校で83校（74.1％），中学校で83校（74.8％），

高等学校で28校（57.1％）の学校が迷うことがあ

ると回答した。

　どの校種においても臨時休業の措置を執る基準

を決めている学校が少ないために，このような結

果になったと考えられる。

②措置を執ることを迷う状況

　図10は，措置を執るかどうか迷う状況について

示したものである。

　「欠席者数・罹患者数の増減の見極めが難し

いとき」が小学校で31校（37.3％），中学校で33
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校（41.8％），高等学校で４校（14.8％）であった。

「措置の効果があるかわからないとき」が小学校

で23校（27.7％），中学校で20校（25.3％），高等

学校で５校（18.5％）であった。「措置を執るタ

イミング，時期，期間がわからないとき」が小学

校で23校（27.7％），中学校で26校（32.9％），高

等学校で４校（14.8％）であった。「休日を控え

ているとき」が小学校で５校（６％），中学校で

２校（2.5％），高等学校で１校（3.7％）であった。

「学校行事が近いとき」が小学校で９校（10.8％），

中学校で13校（16.5％），高等学校で２校（7.4％）

であった。「授業時間数との兼ね合い」が小学校

で９校（4.8％），中学校で４校（5.1％），高等

学校で６校（22.2％）であった。「受験のシーズ

ン」が，中学校で３校（3.8％），高等学校で１校

（3.7％）であった。「子どもの居場所がないとき」

が小学校で16校（19.3％），中学校で３校（3.8％）

であった。「学校医の意見を聞くタイミングがわ

からないとき」が小学校で１校（1.2％），中学校

で１校（1.3％）であった。「意見の食い違い」が

小学校で４校（4.8％），中学校で６校（7.6％）で

あった。「教育を受ける権利を奪ってしまうから」

が高等学校で１校（3.7％）であった。「その他」

が小学校で19校（22.9％），中学校で15校（19.0％），

高等学校で12校（44.4％）であった。「その他」

について，小学校では，「小規模校のとき」，「家

庭と連絡が取れないとき」，中学校では，「養護教

諭の考えで決まりそうな場合」，「元気な生徒の生

徒指導上の問題」，「給食の都合」，高等学校では，

「クラスで罹患者が半数を超え，欠席者が３分の

１を占めたとき」などが挙げられた。

　措置を執ることを迷う状況として共通するもの

は，「欠席者数・罹患者数の増減の見極めが難し

いとき」，「措置の効果があるかわからないとき」，

「措置を執るタイミング，時期，期間がわからな

いとき」であった。文部科学省通達７）には，「イ

ンフルエンザの場合の臨時休業の期間は潜伏期お

よびビールズの排泄期間などの疫学的見地から最

短４日間とすることが望ましい」と記されている

が，必要な日数を執ることは難しいため，効果が

得られる措置を執ることができるのか迷うと考え

られる。また，集団かぜ発生の始まりの時期か，

ピーク時か，終息に向かっている時期か，その時

期によっても措置の内容は変わると考えられるた

め，欠席者数・罹患者数の増減の見極めについて

は，学校内・地域の流行状況を把握し，関係者と

の連携を図ることが求められる。

　「授業時間数との兼ね合い」については，小・

中学校と比べて高等学校で高い割合を示した。健

康・安全よりも学力向上や進学率向上に重点を置

いている可能性があると考えられる。

　「子どもの居場所がないとき」については，保

護者が仕事などで家に不在である家庭が増加して

いることが原因であると考える。保護者が家庭に

いないときに，臨時休業の措置を執ることになっ

ても，特に小学校低学年ほど児童を１人だけ家に

置くことは安全ではない。そのため，小学校に高

い割合を示したと考えられる。
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まとめ

　Ｉ県の小・中・高等学校を対象としてインフル

エンザ発生時の，臨時休業を行うことを学校長に

委任されている場合，実際にどのような臨時休

業の措置の基準を設け，実施しているのか，また，

臨時休業に対しどのような意識を持っているのか

について検討した。

　その結果，以下に示すようなことが明らかに

なった。

１．小学校では５校（4.4％），中学校では11校

（9.7％）が，臨時休業の措置の基準を事前に決

めていた。

２．小学校における学校閉鎖の基準は平均欠席率

が40.0％，平均罹患率が50.0％，学年閉鎖の基

準は平均欠席率が40.0％，平均罹患率が41.5％，

学級閉鎖の基準は平均欠席率が40.0％，平均罹

患率が44.3％であった。

３．中学校における学校閉鎖の基準は平均欠席率

が32.7％，平均罹患率が39.8％，学年閉鎖の基

準は平均欠席率が35.2％，平均罹患率が49.8％，

学級閉鎖に対する基準は平均欠席率が26.6％，

平均罹患率が34.8％であった。

４．臨時休業の措置の基準を決めていない理由

は，「そのときの状況に応じて対応したいか

ら」が，小学校で102校（94.4％），中学校で94

校（93.1％），高等学校で43校（89.5％）であっ

た。「措置を執ることを考えていないから」と

いう回答が小学校で３校（2.8％），中学校で１

校（1.0％），高等学校で２校（4.2％）であった。

５．集団かぜ発生時，臨時休業の措置を執ること

を考えている学校は，小学校で103校（95.4％），

中 学 校 で86校（95.6 ％）， 高 等 学 校 で42校

（89.4％）であった。

６．臨時休業の措置を執らない理由で最も多い

のが，小学校は５校（71.4％），中学校は１校

（33.3％）で，ともに「臨時休業による効果が

見られないと思うから」であった。高等学校は

２校（40.0％）で「学校医，関係機関との相談

により必要がないと判断されたから」であった。

７．集団かぜが発生したとき，臨時休業の措置を

執った学校は，小学校で15校（34.1％），中学

校で27校（48.2％），高等学校で３校（13.0％）

であった。

８．小・中・高等学校で執った学校閉鎖の措置の

平均罹患率は31.2％，平均欠席率は11.9％，平

均日数は2.7日，学年閉鎖の措置の平均罹患率

は30.7％，平均欠席率は28.6％，平均日数は3.5

日，学級閉鎖の措置の平均罹患率は40.7％，平

均欠席率は36.2％，平均日数は3.1日，授業打

ち切りの平均罹患率は42.3％，平均欠席率は

26.5％，平均日数は1.1日であった。

９．臨時休業の措置に効果があると思う学校は，

小学校で84校（75.7％），中学校で74校（70.5％），

高等学校で41校（83.7％）であった。

10．臨時休業の措置は必要だと思う学校は，小

学校で95校（84.8％），中学校で88校（81.5％），

高等学校で40校（81.6％）であった。

11．基準を統一してほしい学校は，小学校で36校

（33.0％），中学校で37校（35.2％），高等学校で

21校（43.8％）であった。

12．措置を執るか迷う学校は，小学校で83校

（74.1％），中学校で83校（74.8％），高等学校で

28校（57.1％）であった。

13．措置を執るか迷う状況で最も多いのは，小学

校で「欠席者数・罹患者数の増減の見極めが

難しいとき」31校（37.3％）であった。中学校

で「欠席者数・罹患者数の増減の見極めが難し

いとき」33校（41.8％）であった。高等学校で

「授業時間数との兼ね合い」６校（22.2％）で

あった。

　最後に，本研究を進めるにあたりアンケートに

ご協力くださいました I 県の教職員の皆様に深く

感謝致します。
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